
□建築物の地震に対する安全性に係る認定（法第22条）

第三者評価機関 申 請 者 宮 崎 市

１．耐震評価を受けるもの（S56.5.31以前に新築工事に着手したもの）

① 事 前 相 談

② 耐 震 診 断

判　定　書

受 理
評価申請

審 査
評　価

耐震性あり

③ 認 定 申 請 受 理

審 査認 定 通 知

④ 認定を受けて
  いる旨の表示

⑤へ

⑤ 耐震改修計画
   （耐震補強設計）受 理

審 査 判　定　書

評価申請

評　価

改修計画OK

⑦ 認 定 申 請 受 理

審 査認 定 通 知

⑧ 認定を受けている旨の表示

２．確認申請を受けたもの（S56.6.1以降に新築工事に着手したものに限る）

申 請 者 宮 崎 市

① 認 定 申 請

審 査

受 理

認 定 通 知

※検査済が交付されて
 いるものに限る

② 認定を受けて
  いる旨の表示

注）

第三者評価機関
への申請手数料
は自己負担とな
ります。

⑥ 耐震改修工事

工事完了後

注）

第三者評価機関
への申請手数料
は自己負担とな
ります。

耐震性なし

END

END

END


